
「公益通報等窓口」について 

 

◆ 設置の目的 

  学校法人日本社会事業大学では、公益通報者保護法その他関係法令に基づき、公益通報者の保

護を図るとともに、公益通報体制として法令違反行為に関する通報及び相談を受け付ける学内窓

口を設置しています。通報又は相談に当たっては、以下を確認の上、ご利用ください。 

 

◆ 窓口利用者の範囲 

 (1) 本法人の職員（通報日前１年以内に職員であった者を含む）及び本法人の役員 

 (2) 本法人との派遣契約に基づき、本法人の指揮下で派遣業務に従事する者 

(3) 本法人との請負契約に基づき、本法人の請負業務に従事する者 

 

◆ 通報等の内容 

学校法人日本社会事業大学の役員や教職員等が職務上、法令又は寄附行為若しくは各種規程

に違反、または違反しようとしていることを通報するものです。 

よって、虚偽や他人を誹謗中傷するような通報、その他不正な意図や感情による通報は、受

け付けられません。 

また、通報に該当するのか否かの相談も受け付けることができます。 

 

◆ 通報等の方法 

 原則として、実名により、電話、電子メール、書面又は面会（オンラインを含む）で通報で

きます。 

 なお、公益通報等をしたことで、通報者が労働条件などで不利益な取扱いを受けることはな

く、通報者のプライバシー情報も守られます。 

また、通報者及び通報内容について、後日、確認させていただく場合がありますので、通報

に際しては、別添「公益通報・相談記録票」（様式）を参考にしてください。 

  

◆ 学内受付窓口 

「学校法人日本社会事業大学監査室」 

 住所：〒204-8555 東京都清瀬市竹丘 3-1-30 

    日本社会事業大学研究棟３階 研究所事務室内 

 電話：042-496-3052 

 メール：koueki@jcsw.ac.jp 

 電話面会受付時間：9：00～12：30 13：15～17：00（土日及び休日を除く。） 

 なお、面会による通報等を希望する場合は、事前にご連絡の上、予約をお願いします。 

  

 

 



（様式）

通報等受付日時

1.　氏　　　名

3.　所　　　属

５．E-mail

７．郵送先住所

いつ　/　どこで

　
　　　　　年　月　日

　
　　　　　年　月　日

８．証拠書類の有無

９．調査結果の通知

１０．今後の連絡方法

　　　No. 受付日

受理の可否 　　　　　　可　・　否

　　不　要　　・　　連絡済　（　　 　　　年　 　月 　　日）

公益通報・相談記録票

　　　　　　年　　月　　日（　）　　　時　　分　～　　時　　分

【通報者の情報】

〒

□職員（教員・職員（所属：　　　　　　　　　）
□契約職員・アルバイト（所属：　　　　　　　）
□派遣職員（所属：　　　　　　　　）
□請負業務に従事する者（所属：　　　　　　　）
□通報日前１年以内に職員だった者
□法人役員　　　　　　（元所属：　　　　　　）

4.受付方法

□面会（対面）
□面会（オンライン）
□電話
□電子メール
□書面

２．性　別 □男性　□女性

６．電話 　　　（　　　）

対象となる法令等違反/

通報対象事実を知った経緯

【通報内容】　※ 通報者の同意・了解が得られた事実について、できるだけ詳しく記入して下さい。

　　　　　　年　　月　　　日

有　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　・　　無

　電　話（　自　宅　・　職　場　・　携　帯　）　・　電子メール　・　書面郵送

何を　/　どのように    /　何のために

　　　　希望する　　・　　希望しない　　　　（※匿名による通報の場合は通知できません。）

受付処理

受付番号

担当者名

通報者連絡

取扱注意




